
別添１

保育に関する事業及び障害児支援に係る事業の取扱いについて

１． 付随事業として扱い、事前相談及び寄附行為変更が必要な事業

下記に該当する事業は、原則として付随事業として扱い、都への事前相談及び認可を
得たうえで寄附行為に記載することとします。

※事前相談及び寄附行為変更が必要な事業の実施については、令和７年１月31日６生
私行第4053号「幼稚園及び認定こども園を運営する学校法人が付随事業及び収益事業
を実施する際の取扱いについて（通知）」の別添１を参照してください。

2. 付随事業として扱い、事前相談及び寄附行為変更が不要な事業

下記に該当する事業は、付随事業として位置付けた上で、事前相談及び当該事業の
寄附行為へ記載を不要とします。

上記１に該当する事業については、各事業における経営状況を明らかにする観点から、
会計に関する表示について部門を設けて表示を行うこととします。
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3. 会計処理について
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